
船舶事故調査報告書 

 

平成２２年１０月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                                                      委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２２年５月１８日 １６時１５分ごろ 

発生場所 広島県福山市福山港  

ＪＦＥスチール福山港導灯（前灯）から真方位２１４°８００ｍ付

近（概位 北緯３４°２８.５′ 東経１３３°２６.７′） 

事故調査の経過  平成２２年５月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

  

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

貨物船 冨士
ふ じ

福
ふく

丸、４９９トン 

 １３４４４８、株式会社フジシッピング、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構 

 ７０.３０ｍ×１３.００ｍ×７.３９ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年４月２４日 

 乗組員等に関する情報 性別、年齢、受有免許等 

 船長 男性 ６３歳 

  四級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 昭和４４年９月２６日 

   免 状 交 付 年 月 日  平成１７年３月１７日 

   免状有効期間満了日 平成２２年１１月１６日 

 一等航海士 男性 ５０歳 

  四級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 昭和５９年８月２３日 

   免 状 交 付 年 月 日  平成２２年２月１７日 

   免状有効期間満了日 平成２７年２月２３日 

 甲板員 男性 ５８歳 

  五級海技士（航海） 

   免 許 年 月 日 昭和５０年１０月１７日 

   免 状 交 付 年 月 日  平成１８年５月１１日 

   免状有効期間満了日 平成２３年５月１６日 

 死傷者等 負傷 １人（一等航海士：右足舟状骨骨折） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、福山港内のＪＦＥスチール原料

岸壁Ｋバースにおいて、陸上のクレーンにより鉄スクラップ約１,２０

０トンの荷揚げ作業が終了し、平成２２年５月１８日１６時００分ご

ろ、乗組員全員で船倉内の掃除を開始した。 
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甲板員（以下｢クレーン操縦者｣という。)は、本船の前部に装備され

たクレーンの操縦を行い、船倉内に残された鉄スクラップをバケット

でつかんで集める作業を行っていた。 

クレーン操縦者は、船倉内の右舷前部に残っていた鉄スクラップを

集めようとして、バケットを船倉内の右舷側壁に沿って船首方向に移

動させたとき、上甲板にある前部昇降口から階段を降り、船倉内の右

舷前部にある開口部から船倉内に入った一等航海士の足にバケットが

接触した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風速 ３.０m/s、気温 ２４.２℃ 

 海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  本船では、通常、鉄スクラップを荷揚げする際、陸上のクレーンを

使用していたので、本船のクレーンを使って船倉内に残された鉄スク

ラップを集める作業は、めったに行うことがなかった。 

乗組員は、船倉内の掃除を開始する前に全員で作業手順の打合せを

行ったが、バケットを移動する際の安全確認、乗組員が船倉内に入る

ときのクレーン操縦者との連絡手段及び合図の方法については、打合

せを行わなかった。 

船倉内の右舷前部付近には、船倉への出入口があり、クレーンの操

縦席からは、同出入口付近が死角に入っていたので、クレーン操縦者

は、出入口付近の状況を確認することができなかった。   

 一等航海士は、ヘルメット、作業服及び軍手を着用していたが、安

全靴を履いていなかった。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 あり 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  本船は、福山港で着岸して船倉内を掃除中、

クレーン操縦者が、クレーンを操縦してバケッ

トを船倉内の右舷前部付近に移動させた際、船

倉内の右舷前部にある開口部から船倉内に入っ

た一等航海士の足にバケットが接触したものと

考えられる。 

船長は、船倉内の掃除を開始する前、乗組員

全員で作業手順の打合せを行ったが、バケット

を移動させるときの安全確認、作業者が船倉に

入るときのクレーン操縦者との連絡や合図の方

法については、打合せを行っていなかったもの

と考えられる。 

クレーン操縦者は、クレーンの操縦席から

は、船倉内の右舷前部にある出入口付近が死角

に入っており、出入口付近の状況を確認するこ

とができなかったこと、及び一等航海士より連

絡や合図がなかったから、一等航海士が船倉内

に入ったことに気付かなかったものと考えられ

る。 
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原因  本事故は、本船が福山港で着岸して船倉内を掃除中、クレーン操縦

者が、クレーンを操縦してバケットを船倉内の右舷前部付近に移動さ

せた際、クレーン操縦者との連絡や合図の方法について打合せを行っ

ていなかったため、一等航海士がクレーン操縦者に連絡や合図を行わ

ずに船倉内の右舷前部にある開口部から船倉内に入り、一等航海士の

足にバケットが接触したことにより発生したものと考えられる。 

 




